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頁番号 現　行改　正　後

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

延長(ℓ） －１％以内 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

幅・厚さ 

(Ｂ） 

－５ｎ以内 

ｎ：段数 

長さ・延長(ℓ） 

のり長(Sℓ) 
－１％以内 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

延長(ℓ） －１％以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

Ｄ－6

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

幅・厚さ 

(Ｂ） 

－５ｎ以内 

ｎ：段数 

長さ・延長(ℓ） 

のり長(Sℓ) 
－１％以内 

各個の寸法 

高さ(h)又は径(D) －50以内 

幅・厚さ（ｂ） －50以内 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

延長(ℓ） －１％以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

各個の寸法 

長さ(ℓｏ) －50以内 

幅（ｂ） －50以内 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

幅・厚さ 

(Ｂ） 

－５ｎ以内 

ｎ：段数 

長さ・延長(ℓ） 

のり長(Sℓ) 
－１％以内 

各個の寸法 

高さ(h)又は径(D) －50以内 

幅・厚さ（ｂ） －50以内 

長さ(ℓｏ) －50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

延長(ℓ） －１％以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

各個の寸法 

長さ(ℓｏ) －50以内 

幅（ｂ） －50以内 

高さ(h)又は 

径(D) 
－50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

幅・厚さ 

(Ｂ） 

－５ｎ以内 

ｎ：段数 

長さ・延長(ℓ） 

のり長(Sℓ) 
－１％以内 

各個の寸法 

高さ(h)又は径(D) －50以内 

幅・厚さ（ｂ） －50以内 

長さ(ℓｏ) －50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

延長(ℓ） －１％以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

各個の寸法 

長さ(ℓｏ) －50以内 

幅（ｂ） －50以内 

高さ(h)又は 

径(D) 
－50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

幅・厚さ 

(Ｂ） 

－５ｎ以内 

ｎ：段数 

長さ・延長(ℓ） 

のり長(Sℓ) 
－１％以内 

各個の寸法 

高さ(h)又は径(D) －50以内 

幅・厚さ（ｂ） －50以内 

長さ(ℓｏ) －50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

延長(ℓ） －１％以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

各個の寸法 

長さ(ℓｏ) －50以内 

幅（ｂ） －50以内 

高さ(h)又は 

径(D) 
－50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

幅・厚さ 

(Ｂ） 

－５ｎ以内 

ｎ：段数 

長さ・延長(ℓ） 

のり長(Sℓ) 
－１％以内 

各個の寸法 

高さ(h)又は径(D) －50以内 

幅・厚さ（ｂ） －50以内 

長さ(ℓｏ) －50以内 

 

工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 

鉄 線 か ご 

か ご 擁 壁 

簡易鋼製土留擁壁 

ふ と ん 籠 

鉄 線 枠 

基  準  高 (▽) 

（高さ管理を必要とする構造物の場合） 
±100以内 

布設寸法 

延長(ℓ） －１％以内 

高さ (ｈ) 
－５ｎ以内 

ｎ：段数 

各個の寸法 

長さ(ℓｏ) －50以内 

幅（ｂ） －50以内 

高さ(h)又は 

径(D) 
－50以内 

 



頁番号 現　行改　正　後

区分 工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 測  定  基  準 記 録 方 法 測  定  箇  所  等 

15 

緑

化

工

むしろ,植生

シート等の

伏工 

種 子 吹 付

(種子散布)

切土 

のり長 

(ℓ) 

ℓ＜５ｍ －200以内 施工延長40ｍ(測点間隔25ｍの

場合は50ｍ)につき1箇所、 

延長40ｍ(又は50ｍ)以下のもの

は1施工箇所につき2箇所。 

調査記録票 

出来形図 

材料受払簿 

ただし、簡易な

ものは見取図と

厚さ及び被覆率測定箇所を明記する。 

ℓ≧５ｍ のり長の-４％ 

区分 工　　種 規格値　単位明示がないのは（mm） 測　定　基　準 記録方法 測定箇所等

15 Sℓ＜５ｍ -200以内

Sℓ≧５ｍ のり長の-４％以内

項　　　　目

切土のり長

（Sℓ）

むしろ,植生

シート等の伏

工

種子吹付

(種子散布)

※施工数量の

確認は、Ａ又

はＢの方法で

緑

化

工

Ａ：測点とともに施工範囲を管理するもの

例　林道法面の緑化等

各測点及び変化点で計測。 検査記録票

出来形図

材料受払簿

ただし、簡易なも

のは見取図とする

ことが出来る。

Ｄ-16

(種子散布) ものは見取図と

することが出来

る。 

ℓ≧５ｍ のり長の ４％

盛土 

のり長 

(ℓ) 

ℓ＜５ｍ －100以内 

ℓ≧５ｍ のり長の-２％ 

Sℓ＜５ｍ -100以内

Sℓ≧５ｍ のり長の-２％

-100以内

盛土のり長

（Sℓ）

区　　間　　長　　（L）

確認は、Ａ又

はＢの方法で

実施する。

Sℓ
Sℓ

Sℓ Sℓ Sℓ

ℓ≧５ｍ のり長の ２％

延     長  （L） －200以内 1施工箇所ごと 

-100以内

設計数値以上

区　　間　　長　　（L）

Ｂ：測点管理を要しないもの
例　山腹工の緑化等

全箇所

面　　　　　積　　（A）

検査記録票
出来形図

材料受払簿

Ｌ1 Ｌ3Ｌ2 Ｌ4区間長（Ｌ）

１ ２ ２+5.0ｍ 3 4測点

-200以内

設計数値以上

　各部の延長　　　　（ℓ）

　面　　積　　 　   （A）

ただし、簡易な

ものは見取図と

することが出来

る。

ℓ2
ℓ4

ℓ3

ℓ1
ℓ

ℓ5

ℓ6

ℓ9

ℓ7

ℓ1
ℓ8



頁番号 現　行改　正　後

区分 工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 測  定  基  準 記 録 方 法 測  定  箇  所  等 

15 

緑

化

植生基材 

(厚層基材) 

(客土)吹付 

のり長(ℓ) ℓ＜５ｍ －200以内 施工延長40ｍにつき1箇所、40ｍ

以下のものは1施工箇所につき2

箇所。 

検査記録票 

出来形図 

ただし、簡易なも

のは見取図とす

厚さ及び被覆率測定箇所を明記する。 

ℓ≧５ｍ のり長の-４％  

厚さ( ) 2 箇所 割合 検測

15 Sℓ＜５ｍ -200以内

Sℓ≧５ｍ のり長の-４％

-100以内

のり長（Sℓ）

区 間 長 （L）

緑

化

工

各測点及び変化点で計測 Ａ：測点とともに施工範囲を管理する場

合。

※測定の考え方は植生シート等のＡによる

検査記録票

出来形図

ただし、簡易なも

のは見取図とする

ことが出来る。

植生基材

(厚層基材)

(客土)吹付

※施工数量の

確認は、Ａ又

はＢの方法で

実施する。 化

工  

 

のは見取図とす

ることが出来る。

厚さ(t) ｔ＜５ｃｍ －10以内 20ｍ2に１箇所の割合で検測ピン

等により測定する。施工面積200

ｍ2につき1箇所、面積200ｍ2以下

のものは、1施工箇所につき2箇

所 検査孔により測定

ｔ≧５ｃｍ －20以内 

ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、 

-100以内

設計数値以上

区　　間　　長　　（L）

全箇所 Ｂ：測点管理を要しないもの。

※測定の考え方は植生シート等のＢによる

検査記録票

出来形図

面　　　　　積　　（A）

各 （ ）

実施す 。

Ｄ-
16 2

所。検査孔により測定。
設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上。 

延     長  （L） －200以内 1施工箇所ごと 検査記録票 

出来形図 

ただし 簡易なも

厚さ及び被覆率測定箇所を明記する。 

種 子 量 ±10％以内 1バッチ当たりの数量を計算す

-200以内

設計数値以上

※測定の考え方は植生シート等のＢによる

ただし、簡易な

ものは見取図と

することが出来

る。

　面　　　積　　　   （A）

　各部の延長　　　　（ℓ）

16-2 ただし、簡易なも

のは見取図とす

ることが出来る。

種   子    量 ±10％以内 1バッチ当たりの数量を計算す

る。パック化したものは配合証

明書により、確認する。 

肥料、侵食防止材 ±10％以内 材料使用量にて確認。 

金網の露出 吹付厚 50％以内 基盤材吹付後の金網の露出度合

ｔ＜５ｃｍ -10以内

ｔ≧５ｃｍ -20以内

Ａ・Ｂ共通

厚さ及び被覆率測定箇所を明記する。

検査記録票

出来形図

ただし、簡易なも

のは見取図とする

ことが出来る。
厚さ

（ｔ）

20ｍ2に１箇所の割合で検測ピン等

により測定する。施工面積200ｍ2に

つき1箇所。

面積200ｍ2以下のものは、1施工箇

所につき2箇所。検査孔により測

定。

金網の露出 

度合 

吹付厚 

３cm 
50％以内 基盤材吹付後の金網の露出度合

いについては500ｍ2に１箇所の

割合（500ｍ2未満は２箇所）で測

定する。 

２×２ｍの方形枠により測定。
吹付厚 

３㎝超え 

10％以内 
±10％以内

1バッチ当たりの数量を計算する。

パック化したものは配合証明書によ

り、確認する。

±10％以内

材料使用量にて確認。

種　　子　　量

肥料 侵食防止材

ただし、吹付面に凹凸がある場合の最小吹

付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設

計厚以上。

±10％以内

材料使用量にて確認。

吹付厚

３cmまで 50％以内

吹付厚

３cm越え 10％以内

基盤材吹付後の金網の露出度合いに

ついては500ｍ2に１箇所の割合

（500ｍ2未満は２箇所）で測定す

る。

２×２ｍの方形枠により測定。

肥料、侵食防止材

金網の露出度

合い

３cm越え 10％以内
形枠 測 。



頁番号 現　行改　正　後

区分 工  種 項    目 規格値 単位明示がないのは(mm) 測  定  基  準 記 録 方 法 測  定  箇  所  等 

16 

吹
区間長(ℓ)

－200以内 全箇所 検査記録票 

出来形図

 

16 -100以内

治山　Sℓ＜３ｍ -50以内

区間長（ℓ）

吹付工

(モルタル)
(コンクリー

ト)

※施工数量の
確認は、Ａ又

はＢの方法で

実施する。

吹

付
工

検査記録票

出来形図
設計図、野帳に記

入、又は出来形図

等を作成する。

Ａ：測点とともに施工範囲を管理する場合

※測定の考え方は植生シート等のＡによる。

各測点及び変化点で計測

16 

吹

付

工

吹付工 

区間長(ℓ) 
200以内 全箇所

 

検査記録票

出来形図 

設計図、野帳に記

入、又は出来形図

等を作成する。 

コアー採取箇所

またはさく孔箇

 

 

 

 

 

のり長

(SL) 

治山 SL＜３ｍ －50以内 施工延長40ｍにつき１箇所、40ｍ以

下は１施工箇所につき２箇所。 
SL≧３ｍ －100以内 

林道 SL －２％ 

＜５ 10以内

治山　Sℓ≧３ｍ -100以内

林道（Sℓ） -2%以内

設計数値以上面    積   （A）

実施する。

のり長

Ｄ-18 吹付工 

(モルタル) 

(コンクリート)

 

またはさく孔箇

所を、明示する。
 

吹付厚（ｔ) ｔ＜５cm －10以内 吹付厚は確認用測定ピン等により確

認。200 ㎡につき１箇所以上、200 ㎡

以下は２箇所をせん孔またはコアー

により測定

ｔ≧５cm －20以内 SL     

S    

     

設計数値以上

-200以内

設計数値以上

面    積   （A）

各部の延長　　　　（ℓ）

面   積 　　　　  （A）

Ｂ：測点管理を要しないもの。

※測定の考え方は植生シート等のＢによる。

Ａ Ｂ共通

検査記録票

出来形図

設計図、野帳に

記入、又は出来
形図等を作成す

る。

検査記録票

全箇所

吹付厚は確認用測定ピン等により確 により測定。

測定断面に凸凹があり、曲線法長の測

定が困難な場合は直線法長とする 

吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、

設計厚の50％以上とし、平均厚は設計厚以

上とする。 

17

法
法枠工 治 SL＜10ｍ －100以内 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの 検査記録票 

出来形図
曲線部は設計図書による。 

S    ｔ＜５cm -10以内

ｔ≧５cm -20以内
吹付厚
（ｔ）

吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、
設計厚の50％以上とし、平均厚は設計厚以

上とする。

Ａ・Ｂ共通

コアー採取箇所またはさく孔箇所を、明記す

る。

検査記録票
出来形図

設計図、野帳に
記入、又は出来

形図等を作成す

る。

吹付厚は確認用測定ピン等により確
認。200 ㎡につき１箇所以上、200

㎡以下は２箇所をせん孔またはコ

アーにより測定。
測定断面に凸凹があり、曲線法長の

測定が困難な場合は直線法長とする

17

法

枠

工

法枠工

(現場打法枠工)

(現場吹付法枠工)

の り 長

(SL) 

治

山 

SL＜10ｍ －100以内 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの

場合は50ｍ）につき１箇所、延

長40ｍ（又は50ｍ）以下のもの

は１施工箇所につき２箇所。 

検査記録票

出来形図 

 

曲線部は設計図書による。 

SL≧10ｍ －200以内 

林

道 

 －2％以内 

上とする。

17 治山　Sℓ＜10ｍ -100以内

治山　Sℓ≧10ｍ -200以内

林道　Sℓ -2%以内

法

枠

工

検査記録票

出来形図

項目以外の枠内吹付、ラス張等についての

管理は、15、16及び共通事項の管理基準を

準用する。

法枠工
(現場打法枠工)

(現場吹付法枠工)

のり長

各測点及び変化点で計測

Ｄ-
18-
2

 

幅 (ｗ)  －30以内 枠延延長100ｍにつき１箇所、枠

延延長100ｍ以下のものは１施

工箇所につき２箇所。 

高 さ (ｈ) －30以内 

枠中心間隔(ａ) ±100以内 

延 長 (Ｌ) －200以内 １施工箇所毎 

設計数値以上

-30以内

-30以内

枠延延長100ｍにつき１箇所、枠延

延長100ｍ以下のものは１施工個所

につき、2箇所。

面    積 　　　　  （A）

幅　　　　　　　　（ｗ）

高　　　さ 　　　  （h）

2 延 長 (Ｌ) －200以内 １施工箇所毎

法枠工 

(プレキャスト

法枠工) 

のり長(SL) SL＜10ｍ －100以内 施工延長40ｍ（測点間隔25ｍの

場合は50ｍ）につき１箇所、延

長40ｍ（又は50ｍ）以下のもの

は１施工箇所につき２箇所。

検査記録票 

出来形図 

 

 

SL≧10ｍ －200以内 

±100以内

-200以内

1施工個所毎

治山　Sℓ＜10ｍ -100以内

治山　Sℓ≧10ｍ -200以内のり長

各測点及び変化点で計測法枠工

(プレキャスト

法枠工)

吹付枠中心間隔　　（ａ）

枠延長（Ｌ）

項目以外の枠内吹付、ラス張等についての管理

基準は、15、16及び共通事項の管理基準を準用

する。

は１施工箇所につき２箇所。 

延 長 (Ｌ) －200以内 １施工箇所毎 

治山　Sℓ≧10ｍ -200以内

治山　Sℓ -2%以内

-200以内

のり長

延長（Ｌ）



頁番号 現　行改　正　後

18

簡

易

法

簡易吹付法

枠工 

枠吹付 枠出来形 

 

高さ -20以内 平均値は設計

値以上とする 

200㎡につき１箇所 

200㎡以下の場合は、１施工 

箇所につき2箇所

検査記録票 

出来形図 

 

曲線部は設計図書による。 

 
幅 -30以内

18 高さ
-20以内

（平均値は設計値以上）

幅
-30以内

（平均値は設計値以上）

簡

易

法

簡易吹付法枠

工

枠吹付

枠出来形

200㎡につき１箇所

200㎡以下の場合は、１施工箇所に

つき、2箇所。

検査記録票

出来形図

・曲線部は設計図書による。

・項目以外の枠内吹付、ラス張等について

の管理基準は、15、16及び共通事項の管理

基準を準用する。

法

枠

工

箇所につき2箇所 
枠内植生 

基材吹付 

吹付厚 

測定 

t<5cm -10以内 

t≧5cm -20以内 

吹付面に凹凸がある場合の最小吹付

厚は、設計厚の50％以上とし、平均

厚は設計厚以上とする。 

植生基材 検査記録票

幅
-30以内

（平均値は設計値以上）

t<5cm -10以内

t≧5cm -20以内

易

法

枠

工 枠内植生基材

吹付

吹付厚測定

吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、

設計厚の50％以上とし、平均厚は設計厚以
上とする。 厚は設計厚以上とする。

植生基材 検査記録票

上とする。

Ｄ-19Ｄ 19



 

 

 

 

 

 

 

品  質  管  理 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年(2010年)  9月 改正 

平成22年(2010年) 12月 一部改正 

平成23年(2011年)  6月 一部改正 

平成24年(2012年)  3月 一部改正 

平成25年(2013年)  3月 一部改正 

 

 

 

 

長野県 林務部 



頁番号 現　行改　正　後

H-3

１ 

セ

メ

ン

ト

・

コ

ン

ク

リ

ー

ト

（

転

圧

・

覆

工

・

吹

付

コ

ン

ク

リ

ー

ト

材 
 

 
 

 
 

 

料 

そ 
 

の  

他 

○ 練混ぜ水 

の水質試験 

上水道水及び

上水道水以外

の水の場合：

JIS A5308附

属書C 

懸濁物質の量:2g/ℓ以下  

溶解性蒸発残留物の量 

：1g/ℓ以下  

塩化物イオン量:200ppm以下 

セメントの凝結時間の差:始

発は30分以内、終結は60分以内

モルタルの圧縮強度比:材齢

7及び28日で90％以上 

工事開始前及び工事中 

１回/年以上および水質が変わ

った場合 

回収水の場

合：JIS A 5308

附属書C 

塩化物イオン量:200ppm以下

セメントの凝結時間の差 

:始発は30分以内, 

終結は60分以内 

モルタルの圧縮強度比 

:材齢7及び28日で 

90％以上 

工事開始前及び工事中１回/年

以上および水質が変わった場

合 

施

 
 

 
 

 
 

必 
 

 
 

 
 

塩化物総量規制 コンクリート

の耐久性向上

特記仕様書 

原則0.3kg/m3以下 特記仕様書による。 

(コンクリートの打設が午前と午後

にまたがる場合は、午前に１回コ

ンクリート打設前に行い、その試

験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省

１ 

セ

メ

ン

ト

・

コ

ン

ク

リ

ー

ト

（

転

圧

・

覆

工

・

吹

付

コ

ン

ク

リ

ー

ト

材 
 

 
 

 
 

 

料 

そ 
 

の 
 

他 

○ 練混ぜ水 

の水質試験 

上水道水及び

上水道水以外

の水の場合：

JIS A5308附

属書C 

懸濁物質の量:2g/ℓ以下  

溶解性蒸発残留物の量 

：1g/ℓ以下  

塩化物イオン量:200ppm以下 

セメントの凝結時間の差:始

発は30分以内、終結は60分以内

モルタルの圧縮強度比:材齢

7及び28日で90％以上 

工事開始前及び工事中 

１回/年以上および水質が変わ

った場合 

回収水の場

合：JIS A 5308

附属書C 

塩化物イオン量:200ppm以下

セメントの凝結時間の差 

:始発は30分以内, 

終結は60分以内 

モルタルの圧縮強度比 

:材齢7及び28日で 

90％以上 

工事開始前及び工事中１回/年

以上および水質が変わった場

合 

施

 
 

 
 

 
 

必 
 

 
 

 
 

 塩化物総量規制 コンクリート

の耐久性向上

特記仕様書 

原則0.3kg/m3以下 特記仕様書による。 

(コンクリートの打設が午前と午後

にまたがる場合は、午前に１回コ

ンクリート打設前に行い、その試

験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省

１ 

セ

メ

ン

ト

・

コ

ン

ク

リ

ー

ト

（

転

圧

・

覆

工

・

吹

付

コ

ン

ク

リ

ー

ト

を

除

く

） 

材 
 

 
 

 
 

 

料 

そ 
 

の  

他 

○ 練混ぜ水 

の水質試験 

上水道水及び

上水道水以外

の水の場合：

JIS A5308附

属書C 

懸濁物質の量:2g/ℓ以下  

溶解性蒸発残留物の量 

：1g/ℓ以下  

塩化物イオン量:200ppm以下 

セメントの凝結時間の差:始

発は30分以内、終結は60分以内

モルタルの圧縮強度比:材齢

7及び28日で90％以上 

工事開始前及び工事中 

１回/年以上および水質が変わ

った場合 

回収水の場

合：JIS A 5308

附属書C 

塩化物イオン量:200ppm以下

セメントの凝結時間の差 

:始発は30分以内, 

終結は60分以内 

モルタルの圧縮強度比 

:材齢7及び28日で 

90％以上 

工事開始前及び工事中１回/年

以上および水質が変わった場

合 

施 
 

 
 

 
 

 
 

工 

必 
 

 
 

 
 

 
 

須 

塩化物総量規制 コンクリート

の耐久性向上

特記仕様書 

原則0.3kg/m3以下 特記仕様書による。 

(コンクリートの打設が午前と午後

にまたがる場合は、午前に１回コ

ンクリート打設前に行い、その試

験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省

略することができる。１試験の測

定回数は3回とし、試験の判定は3

回の測定値の平均値で判定する。)

スランプ試験 

 
JISA1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 

：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下 

：許容差±2.5㎝ 

 

(コンクリート舗装の場合) 

スランプ2.5cm 

：許容値±1.0㎝ 

 

(道路橋床版の場合) 

スランプ8cmを標準とする。

圧縮強度試験用供試体採取時に、1

日につき2回(午前,午後)行う。ま

たは、荷卸し時に品質の変化が認

められた時。ただし、道路橋鉄筋

コンクリート床版にレディーミク

スコンクリートを用いる場合は原

則として全車測定を行う。 

道路橋床版の場合、全車試験を行

うが、スランプ試験の結果が安定

し良好な場合はその後スランプ試

験の頻度について監督員と協議し

低減することができる。 

 試験区分が｢その他｣で｢試験成績表による確認項目｣欄に『○』のついた試験項目は、レディーミクストコンクリートを使用する場合、納入業者の試

１ 

セ

メ

ン

ト

・

コ

ン

ク

リ

ー

ト

（

転

圧

・

覆

工

・

吹

付

コ

ン

ク

リ

ー

ト

を

除

く

） 

材 
 

 
 

 
 

 

料 

そ 
 

の 
 

他 

○ 練混ぜ水 

の水質試験 

上水道水及び

上水道水以外

の水の場合：

JIS A5308附

属書C 

懸濁物質の量:2g/ℓ以下  

溶解性蒸発残留物の量 

：1g/ℓ以下  

塩化物イオン量:200ppm以下 

セメントの凝結時間の差:始

発は30分以内、終結は60分以内

モルタルの圧縮強度比:材齢

7及び28日で90％以上 

工事開始前及び工事中 

１回/年以上および水質が変わ

った場合 

回収水の場

合：JIS A 5308

附属書C 

塩化物イオン量:200ppm以下

セメントの凝結時間の差 

:始発は30分以内, 

終結は60分以内 

モルタルの圧縮強度比 

:材齢7及び28日で 

90％以上 

工事開始前及び工事中１回/年

以上および水質が変わった場

合 

施 
 

 
 

 
 

 
 

工 

必 
 

 
 

 
 

 
 

須 

 塩化物総量規制 コンクリート

の耐久性向上

特記仕様書 

原則0.3kg/m3以下 特記仕様書による。 

(コンクリートの打設が午前と午後

にまたがる場合は、午前に１回コ

ンクリート打設前に行い、その試

験結果が塩化物総量の規制値の

1/2以下の場合は、午後の試験を省

略することができる。１試験の測

定回数は3回とし、試験の判定は3

回の測定値の平均値で判定する。)

 

 

スランプ試験 

 
JISA1101 スランプ5㎝以上8㎝未満 

：許容差±1.5㎝ 

スランプ8㎝以上18㎝以下 

：許容差±2.5㎝ 

 

(コンクリート舗装の場合) 

スランプ2.5cm 

：許容値±1.0㎝ 

 

(道路橋床版の場合) 

スランプ8cmを標準とする。

荷卸し時に打設場所で採取し測

定。1回/日及び荷卸し時に品質の

変化が認められた時。ただし、道

路橋鉄筋コンクリート床版にレデ

ィーミクスコンクリートを用いる

場合は原則として全車測定を行

う。 

道路橋床版の場合、全車試験を行

うが、スランプ試験の結果が安定

し良好な場合はその後スランプ試

験の頻度について監督員と協議し

低減することができる。 

 試験区分が｢その他｣で｢試験成績表による確認項目｣欄に『○』のついた試験項目は、レディーミクストコンクリートを使用する場合、納入業者の試
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